
第３回くりはら親善大使派遣事業実施要項 

 

 

１ 目  的 

海外の生活や文化、風土等の直接体験と現地の中学生との交流をとおして、異文化

理解の重要性を知る機会とし、将来を担う国際的視野を持った人材を育成する。 

また、事業を通じて、個々の個性を認め合い、交流や協力することの重要性を学び、

自主性及び協調性を育む機会とする。 

 

２ 主  催 

栗原市  栗原市教育委員会 

 

３ 事業概要 

⑴ 海外研修  令和８年（２０２６年）１２月２２日（火） 

～１２月２６日（土）４泊５日 

⑵ 訪 問 先  台湾南投市、台北市 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 団員構成  一般団員２０人以内…栗原市に在住する中学２年生及び義務教育

学校８年生（市外中学校に通学する者も含

む） 

特別団員６人   …団長、指導団員、事務局団員、 

調整・通訳 
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南投市 

台北市 



⑷ 研  修 

① 国内研修 出発前に、団員相互の連帯意識を深めるとともに、海外研修で必

要な知識や団体生活での心構えを学ぶための研修を行う。また、海

外研修後にその研修の成果を広めるため、研修のまとめを行う。 

② 海外研修  

・台湾南投市の歴史・地理・文化・生活・風土等を体験し、日本（栗原市）との

相違点を学ぶ。 

 ・「防災教育」をテーマに、栗原市が今後も震災等の自然災害の教訓を活かしたま

ちづくりに取り組み、自然資源豊かな街として持続的に発展するために、異国

の自然、風土を直接体験し、中学生の視点でどう向き合ったら良いかを考える

きっかけとする。 

 ・現地の中学生との学習交流等を通じ、学習等の状況及び台湾中国語を直接体験

する。 

 ・「９．２１地震教育園区」や「故宮博物院」等を見学し、防災意識を高め、台湾

の歴史等について学ぶ。 

 期  日 内  容 

第１回国内研修 
８月２３日（日） 

10：00～12：30 

結団式、 

事業概要説明、 

海外渡航手続き等業者説明 

栗原市若柳公民館 

第２回国内研修 
１０月１８日（日） 

10：00～12：30 

講義、 

学校交流説明 

栗原市若柳公民館 

第３回国内研修 
１１月２９日（日） 

10：00～12：30 

講義、 

行程・持ち物等業者説明 

栗原市若柳公民館 

海外研修 
１２月２２日（火）～ 

１２月２６日（土） 

学校交流、視察研修 

台湾南投市、台北市 

第４回国内研修 
１月１７日（日） 

10：00～14：30 

研修の振り返り、 

まとめ発表会、 

解団式 

栗原市若柳公民館 

  ※日程詳細は、各中学校年間行事決定後に決定することとし、また、決定後 

に変更する場合もある。 

③ そ の 他  ・研修の日程及び内容は、変更になる場合もある。 

・国内研修には、部活動（対外試合を含む）等の日程を調整の

うえ、全日程参加（学校行事等は要相談）すること。 
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４ 経  費 

一般団員の保護者は、次の経費を負担する。 

⑴ 参加負担金  ５０，０００円 

⑵ その他経費  旅行損害保険、国内研修経費、パスポート取得経費など 

⑶ 納 入 方 法  参加者負担金は、一括納入または分割納入で市が定める期限ま

でに納入する。 

 

５ 一般団員の募集と選考 

⑴ 一般団員の募集及び選考は、別に定める「一般団員募集・選考要領」による。 

⑵ 申込みは、令和８年６月１日（月）から令和８年６月３０日（火）までとし、

７月２６日（日）に面接会を開催する。 
※申し込み書類は、栗原市のホームページからもダウンロードできます。 

⑶ 選考の結果は、本人及び保護者、在学中学校に通知する。 

 

６ 一般団員の資格取り消し又は辞退 

⑴ 団員として不適格と認められた場合は、出発前、出発後を問わず、団員として

の資格を取り消すものとする。また、その際は、支出済みの経費及びキャンセル

料等の経費の一部又は全部を、当該団員の保護者が負担するものとする。 

⑵ 参加負担金は、市が定める期限まで納入することとし、納入されない場合は、

団員としての資格を取り消すものとする。 

⑶ 海外研修出発後に、団員としての資格を取り消したとき、または団員の責めに

よる傷病等により団と同一行動を取ることが不可能となったときは、帰国まで要

する経費の一部又は全部を当該団員の保護者が負担するものとする。 

 

７ 天災事故等 

市は、天災、陸海空における不慮の災害、罹病及び事故又は市が管理し得なかった

不可抗力による火災及び事故等の損害の責任は負わない。 

 

８ 海外研修中の緊急時の対応 

  渡航先等において体調不良となり、医師の診断が必要と思われる時は、現地の医療

機関を受診する。その後、医師の診断等を総合的に考慮し、活動への復帰を判断する。 

体調が回復せず、研修期間を超える対応が生じた場合は、保護者に協力を依頼する

ことを承知願う。 

 

９ 事業の中止について 

渡航先等において、団員に重大な健康被害や危害が及ぶような事態（感染症のまん

延や治安情勢の悪化）により、事業を中止する場合がある。 
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10 一般団員の保護者に対する説明会 

一般団員の保護者は、第１回及び第３回国内研修の際、必ず一般団員と同伴で出席

し事業の説明を受けなければならない。 
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